
琴平町 電子地域通貨

『 KOTOCA 』

加盟店様用



【名 称】

琴平町電子地域通貨『 KOTOCA 』

【発行総額】

43,320,000円（8,664人×5,000円）

【購入対象者】

琴平町民

【利用開始日】

令和3年12月15日（水）

【有効期限】

令和4年3月31日（木）
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【主な目的】

１．地域外へ流出する所得を抑制することで、町民や琴平町に所在する事業者への分配

所得を増加させる

２．地域経済循環率を高め、自立して持続的に発展できる地域経済の基盤をつくりあげ

ることを目指す

３．接触感染のリスクを低減するため、琴平町内における非接触型決済方式の普及促進

４．次年度以降の継続利用時は、歩いて健康になるまちづくりを目指す「健康ポイン

ト」を付与するなど、まちづくりのためのプラットフォームとしても活用する

【概況】

琴平町は、新型コロナウイルス感染症の蔓延に起因する消費の低迷が、飲食店や宿泊業

をはじめとする町内事業者に大きな打撃を与えており、早急な経済対策が求められている

現状にある。そこで、カード、アプリによる電子媒体で管理可能な電子地域通貨を利用し

町内消費喚起により支援することと致しました。
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利用者向け「アプリ」・「カード」のご紹介
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Money（マネー）

Point（ポイント）

① KOTOCAマネー

一枚あたりのチャージ金額の上限：10万円

チャージ単位：1,000円

ご利用単位：1円

② デジタル給付金

5,000円（令和3年度分）

ご利用単位：1円

今年度は利用いたしません。

コトカカード
表面

KOTOCAカードについて

利用者カード
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コトカカード
裏面

１２３４５６

デジタル給付金

①スマホで裏面のQRコード
を読み取る

②６桁のIDを入力
残高を照会する

カードの残高照会

③残高照会が表示

KOTOCAマネー

利用者カード
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【ホーム画面】

①マネーの残高

（KOTOCAマネー＋デジタル給付金）

②加盟店一覧

③お知らせ・クーポン・アンケート

①

②

③

利用者アプリ
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【マネー画面】

① KOTOCAマネーの残高

②デジタル給付金の残高

③ QR表示①

②

③

利用者アプリ

＜QR表示＞

利用者（お客さま）が、

支払い時又はチャージ時に

表示します。
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加盟店向け

「アプリ」のご紹介
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【ホーム画面】

＜今月のマネー利用状況＞

KOTOCAマネー＋デジタル給付金

①チャージ金額（取扱件数）

②利用金額（取扱件数）

③お知らせ

加盟店アプリ

①

②

③
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加盟店アプリ

＜利用状況を見る＞

日別の利用状況の一覧が表示

・チャージ金額（取扱件数）

・利用金額（取扱件数）

【マネー画面】
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【支払い／チャージ方法】

利用者アプリ

加盟店アプリ

利用者カード
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【チャージ方法】

①ホーム ②QR読取

利用者のスマホの
QRコードを

読取ってください。

③マネーの選択 ④金額の入力 ⑤確認画面 ⑥チャージ完了

チャージが完了すると利用者のスマホに
チャージ金額が表示されます。

加盟店アプリ

利用者アプリ
※金額を入力する前に
利用者から現金（チャージ金）を
受け取ってください。
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【支払い方法】

①ホーム ②QR読取

利用者のスマホの
QRコードを

読取ってください。

③マネーの選択 ④金額の入力 ⑤確認画面 ⑥支払い完了

支払いが完了すると利用者のスマホに
残りのマネーの残高が表示されます。

加盟店アプリ

利用者アプリ
※金額を入力する前に
商品金額の確認をして
ください。
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【キャンセル方法（チャージ／支払い）】

履歴を見る キャンセル項目を選択 商品券履歴詳細

履歴詳細が一致していれば

「キャンセル」する。

※締め日を超えると

キャンセルできません。

利用者アプリ

加盟店アプリ
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管理画面（パソコン）
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【管理画面（ログイン）】

「KOTOCA加盟店 ログイン情報」

管理画面のURL並びに各事業者様のログイン・パスワードを送付いたします。

パソコン

16



【実績管理】
日別の売上が閲覧できます。

パソコン
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【取引管理】

1件ごとの取引履歴が閲覧できます。

「取引管理」画面から「利用」と「チャージ」のキャンセルも行うことが出来ます。

※キャンセル処理のキャンセルを行うことはできません。

※締め日を超えるとキャンセルできません。

パソコン
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ご精算について
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デジタルによる精算を行いますので、加盟店様で現金を数えたり、町役場や商工会等

で換金処理を行う手間は一切不要のため、現金等（アナログ）に比べて加盟店様への

事務負担が軽減されます。

【ご精算について】

KOTOCAマネー
チャージ代金マネーの利用利用データ

売上金
（換金）

チャージ代金

チャージ店管理者(町)
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【KOTOCAマネー／デジタル給付金の「売上金」のご精算】

管理者から加盟店様のご指定口座へ１か月に２回（毎月15日と月末の前日）、売掛金の入金

（換金）を行います。

決済手数料や換金時の振込手数料は無料。加盟店様のご負担はありません。

対象期間
12月15日
～12月31日

1月1日
～1月15日

1月16日
～1月31日

2月1日
～2月15日

売上金のご入金日 1月15日 1月30日 2月15日 2月27日

＜売上金のご精算＞

対象期間
2月16日
～2月28日

3月1日
～3月15日

3月16日
～3月31日

売上金のご入金日 3月15日 3月30日 4月15日

※入金日が土日祝の場合は、翌営業日となります。
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【KOTOCAマネーの「チャージ金」のご精算】

チャージ金の振替手数料は無料。加盟店様のご負担はありません。

対象期間 12月15日～12月31日 1月1日～1月31日 2月1日～2月28日 3月1日～3月31日

チャージ金の振替日 1月20日 2月20日 3月20日 4月20日

※入金日が土日祝の場合は、翌営業日となります。

＜チャージ金のご精算＞
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【お問い合わせ先】

ご不明な点は、コールセンターまでいつでも結構ですのでお電話下さい。

＜琴平町企画防災課＞

（電話）0877‐75‐6711

平日9：00～17：00（土日祝及び12月29日～１月３日を除く）



iOS Android

利用者アプリダウンロードはこちら

iOS Android

加盟店アプリダウンロードはこちら

【AppStore／Play ストアーからのダウンロード】

※機種が変更した時でも、こちらのアプリをダウンロードして、IDとパスワードを入力する
だけで、ログインが可能です。
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